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Ｑ１： 都市計画道路の見直しをする目的は何ですか？

Ａ１： 見直しの背景を踏まえ、長期未整備都市計画道路の見直しの目的を整理すると、

以下のとおりです。

（１）社会状況の変化を踏まえ、現時点における都市計画道路の必要性を再検証

する。

（２）見直すべき路線については、その理由を明確にし、適切な見直しを行う。

（３）見直しの過程を透明にし、住民に適時適切に情報提供を行うことにより、

行政としての説明責任を果たす。

Ｑ２： 何故、当初都市計画決定後２０年以上経過した路線を、見直しの対象としたので

すか？

Ａ２： 都市計画道路は、おおむね２０年後を計画の目標として決定されています。この

ため、当初都市計画決定後２０年以上経過した路線については、社会状況等の変化

を踏まえ、現時点でその必要性を再検証するものです。

Ｑ３：都市計画道路は、どのくらい整備されているのですか？

Ａ３：

決定路線数 決定総延長（㎞) 整備済延長（㎞） 整備率（%）

埼玉県全域 １,４９２ ２,８５８.４ １,４０２.９ ４９.１

さいたま市除く １,３２２ ２,４６７.８ １,２４３.７ ５０.４

平成１７年４月１日現在＊

Ｑ４： 第１段階の作業で選定された「再検証路線 」とは、どのような路線ですか？※

Ａ４： 当初都市計画決定後２０年以上経過し、かつ未整備の区間を含む路線です。

「再検証路線 」となった路線は、第２段階の作業に進みます。※

Ｑ５： 第２段階の作業で選定された 見直し候補路線 とは どのような路線ですか？「 」 、※

Ａ５： ９つの評価項目による再検証を行った結果、現時点における都市計画道路の必要

性に変化が生じている路線です。

「見直し候補路線 」となった路線は、第３段階の作業に進みます。※

（評価項目）

「まちづくりの将来像の変化 「関連事業の動向・変化 「周辺道路等の整備状況」」 」

「希少な動植物の存在 「歴史・文化・観光資源の存在 「法令の改正」」 」

「都市化の状況 「地形的制約 「その他」」 」
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Ｑ６： 第３段階の作業で選定される「見直し路線 」とは、どのような路線ですか？※

Ａ６： 「見直し候補路線 」を対象として、交通量解析などの定量的な検討を行い、総※

合的な判断により、見直しが必要とされた路線です。

「見直し路線 」については、住民との合意形成、関係機関協議などを進め、変※

更・廃止に向けた都市計画の手続きを行います。

Ｑ７： 「存続路線 」とは、どのような路線ですか？※

Ａ７： 都市計画道路の必要性を再検証した結果、見直しの必要がないため、従来の計画

を継続する路線です。

存続となった路線については、地域の特性を踏まえて、路線がどのような機能を

持ち、地域に寄与するのかについて再確認します。

Ｑ８： 平成１８年度以降は、どのように見直し作業を進めるのですか？

Ａ８： 平成１８年度は、第３段階の作業として、交通量解析などの定量的な検討、上位

計画との整合等を踏まえ、総合的な判断により 「見直し路線 」を選定します。、 ※

、「 」 、 、平成１９年度以降は 見直し路線 となった路線について 住民との合意形成※

関係機関協議などを進め、変更・廃止に向けた都市計画の手続きを行います。

なお、都市計画道路の見直し作業は、おおむね５年ごとに行うこととしておりま

す。

※の付いた用語は、埼玉県の「長期未整備都市計画道路の見直しガイドライン」で

定義したものです。


